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●●●グループホーム個別情報●●● 

※掲載されております情報につきまして不明な点等ございましたら、直接ホームにご確認ください。 

平成１８年２月７日現在 

１．基本情報 

グループホーム名 グループホーム あしたか 所 在 地 〒６９９－０１０８ 八束郡東出雲町出雲郷

490 

開 設 年 月 日 平成１７年４月１日 事 業 主 体 社会福祉法人 草雲会 

代 表 者 理事長 佐草 幹夫 管 理 者 重松 幸子 

電 話 番 号 （０８５２）５２－６１８１ Ｆ Ａ Ｘ 番 号 （０８５２）５２－５２９６ 

E‐Ma i l アドレス tojuen@tx.miracle.ne.jp ホ ー ム ペ ー ジ http://fish.miracle.ne.jp/tojuen/ 

ユニット数と利用定員 （１）ユニット 利用定員（９）名 協 力 （ 提 携 ） 

医 療 機 関 

伊藤医院 

高木歯科医院 現 在 入 居 者 数 （９）名 
 
＜近隣図＞ ＜建物の概観＞ 
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２．事業の目的及び運営の方針 

（事業の目的） 

社会福祉法人草雲会が開設するグループホームあしたか（以下「事業所」という。）は、加齢に伴って生ずる心身の変化に起

因する疾病等により要介護状態となった認知症高齢者に対し、家庭的な環境の下で、社会生活上の便宜の供与その他の日

常の世話、機能訓練、健康管理及び療養上の世話を行うことにより、利用者がその有する能力に応じ自立した生活を営むこ

とができるよう目指すことを目的とする。 

（運営方針） 

１ 職員は、サービスの提供に当たって、利用者又はその家族に対し、処遇上必要な事項について、理解しやすいように説

明し、緊急やむを得ない場合を除き、身体拘束その他利用者の行動を制限する行為は行わない等利用者の意志及び人格

を尊重し、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めるものとする。 

２ 事業所は、明るく家庭的な雰囲気を有し、地域や家庭との結びつきを重視した運営を行い、市町村、居宅介護支援事業

者、他の介護保険施設その他の保健医療・福祉サービスとの綿密な連携に努めるものとする。 

３ サービスの提供に当たっては、利用者の要介護状態の軽減又は悪化の防止に資するよう、利用者の心身の状況等に応

じて妥当適切に処遇を行うものとする。 

４ １及び３に基づき提供したサービスについては、常にその質の評価を行い、その改善を図るものとする。   
 

３．建物の概要 

建物の形態 （木造）造り（平屋建て） 

建物の構造 ■単独型   □併設型 

広さ 敷地面積（８１３．５６）㎡  延床面積（３２５．７１）㎡ 

１室あたりの居室面積（１２．８２５）㎡ 

二人部屋の有無 □有    ■無 
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４．利用料等 

介護保険 1 割負担分 介護保険外 諸経費（標準） 

介護度区分 1 日 
夜間ケア加算 1 日

（夜間ケアが必要な方のみ）

月 30 日 

(夜間ケア加算分を含む)
家 賃 月 30 日 １日 １，２００円

要 介 護 １ ７９６円 ２６，０１０円 食 材 料 費 月 30 日 １日 １，１００円

要 介 護 ２ ８１２円 ２６，４９０円 光 熱 水 費 月 30 日 １日 ５００円

要 介 護 ３ ８２８円 ２６，９７０円 理 美 容 代  実費

要 介 護 ４ ８４４円 ２７，４５０円 オ ム ツ 代  実費

要 介 護 ５ ８６１円 

７１円

２７，９６０円  

  

保証金（入居一時金） □有（       ）円 ・ ■無  

保証金有の場合の償却の有無 □有（       ）年 ・ □無  
 

５．職員の概要 

（１０）名 総数 

（内訳）・常 勤 専任（５）名 

  兼任（２）名 常勤換算（１．２）名 

（内訳）・非常勤 専任（３）名 
 
※職員の勤務時間を 1 週間あたり 40 時間とした場合の常勤換算数 
※職員の 1 週間の勤務延時間数  時間の場合 ２３４時間÷40 時間＝常勤換算数（５．６人）  

 
□専任   □兼任（兼任の施設等     ） 夜間体制 

■夜勤（ ）名  □宿直（ ）名 

管理者 □専任   ■兼任（兼任の施設等 居宅介護支援センター、ホームヘルパーステーション） 

資格（介護支援専門員・介護福祉士） 

認知症高齢者のケアの経験年数（１６年１０ヶ月） 

認知症介護に関する研修の受講歴 

   ・認知症介護実務者研修 

    （基礎課程）□受講済 ■未受講（専門課程）□受講済 ■未受講 

計画作成担当者 

（氏名 石原 貴子） 

資格（介護支援専門員・介護福祉士） 

認知症高齢者のケアの経験年数（１６年１０ヶ月） 

認知症介護に関する研修の受講歴 

   ・認知症介護実務者研修 

    （基礎課程）■受講済 □未受講（専門課程）□受講済 ■未受講 

その他職員 資格 介護福祉士（５）名 看護師（ ）名 

   その他（ヘルパー２級） （１）名  無資格（２）名 

   ・認知症介護実務者研修 

    （基礎課程）■受講済 □未受講（専門課程）□受講済 □未受講 

 （再掲） 

ホーム長 ※注 

（氏名 石原 貴子） 

資格（介護支援専門員・介護福祉士） 

認知症高齢者のケアの経験年数（１６年１０ヶ月） 

認知症介護に関する研修の受講歴 

   ・認知症介護実務者研修 

    （基礎課程）■受講済 □未受講（専門課程）□受講済 ■未受講 

※「ホーム長」とは、グループホームの中で介護従事者に対する指揮命令権を管理者に次いで有する者を定めている場合にその者を指

します。(定めていない場合は記載の必要なし) 
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６．入居（者）の概要 

入居人数（９）名  ・内訳  男性（１）名 女性（８）名 

要介護１（３）名   要介護２（４）名 

要介護３（２）名   要介護４（０）名 

要介護５（０）名 

現在の入居者の状態 

年齢（平均 ８６歳）  （最低 ７６歳）（最高 ９４歳） 

入居にあたっての条件 ①少人数による共同生活を営むことに支障がないこと 

②自傷他害のおそれがないこと 

③常時医療機関において治療する必要がないこと 

退居にあたっての条件 入居後、利用者の状況が悪化し、前項に該当しなくなった場合は、退去してもらう場合がある。 

退去に際しては、利用者及び家族の意向もふまえた上で、他のサービス機関と協議し、介護の

継続が維持されるよう、退去に必要な援助を行うように努める。 
 

７．個人情報（プライバシー）保護に関する取り組み 

プライバシー保護に関する規程・

マニュアル等の整備 

 

■有    □無 （⇒今後の策定の予定  □有    □無 ） 
 

※ホームとして入居者の人格尊重の理念のもとに個人情報を取り扱うこと、個人情報に係る安全管理措置の概要、本人等からの開示等

の手続き、第三者提供の取扱い、苦情への対応などの方針を明らかにした規程やマニュアルの整備 

 

８．その他 

家族の面会時間の設定の有無 □有（ 時～ 時）  ■無 

入居者家族会の有無 □有    ■無 （⇒今後の設置の予定  □有    □無 ） 

ホームと地域との関係や

ホーム機能の地域への

還元の取り組み（方針） 

法人として、以前よりボランティアの受け入れや、実習生の受け入れを行っており、行事や日常

的なかかわりの中で、地域の方や家族との交流を図っています。 

ホームやディサービスの方で、行事やドライブ等があると、一緒に参加させていただいて、ご利

用者同志の交流も図っているところです。 

又、犬の散歩の途中で立ち寄ってくれる人もおり、毎日の様に犬とのふれ合いを楽しんだり、ホ

ームやデイの職員が気軽に遊びに来てくれたり、自分の家で取れた野菜を持ってきてくれたりの

交流もあります。 

周辺の散歩はもちろん、サーカス見物、堀川遊覧、大山の紅葉ドライブ等の遠出も行い楽しまれ

ました。 

ご利用者の方が生き生きと楽しく、自立した生活が少しでも長続きできるようなかかわりをしてい

きたいと思っているところです。 

 


